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第
21
期
２
年
目
の
議
会
広
報
委
員

の
任
期
も
今
号
で
最
後
で
す
。
本

年
は
、
委
員
長
、
副
委
員
長
を
は

じ
め
委
員
７
名
中
４
名
が
初
当
選

の
議
員
で
し
た
。
ま
た
、
７
名
中

４
名
が
女
性
議
員
で
、
鎌
倉
市
議

会
ら
し
さ
が
前
面
に
出
た
委
員
会

だ
っ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
本
年

は
、
そ
の
よ
う
な
形
だ
け
で
は
な

く
、
こ
れ
ま
で
議
論
を
重
ね
て
き

た
課
題
に
結
論
を
出
す
こ
と
が
で

き
た
議
会
広
報
委
員
会
で
し
た
。

こ
の
結
論
は
、
会
派
の
枠
を
超
え
、

「
議
会
だ
よ
り
」
は
ど
う
あ
る
べ
き

か
。
議
会
広
報
委
員
会
が
出
し
た

答
え
で
す
。
今
後
、
皆
様
の
お
手

元
に
届
く
「
議
会
だ
よ
り
」
が
待

ち
遠
し
く
な
る
こ
と
を
祈
念
致
し

ま
す
。

 　
　
　

議
会
広
報
委
員　志

田　

一
宏

編
集
後
記

編
集
後
記

2
月
定
例
会

２
月
定
例
会
で
は
、
市
長
か
ら

41
件
の
議
案
が
、
議
員
か
ら
２
件

の
議
案
が
、
委
員
会
か
ら
１
件
の

議
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

主
な
議
案
の
内
容
お
よ
び
議

会
に
お
け
る
議
決
結
果
は
次
の

と
お
り
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　
　
　

国
の
制
度
に
よ
る
子
ど
も
医
療

費
助
成
制
度
の
創
設
等
に
関
す

る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て【
議

会
議
案
第
10
号
】（
意
見
書
の
本

文
は
２
面
に
掲
載
）

議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に

よ
り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

　
　
　

鎌
倉
市
深
沢
地
区
ま
ち
づ
く
り

委
員
会
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
議
案
第
95
号
】

「
鎌
倉
市
深
沢
地
区
ま
ち
づ
く

り
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
く
計

画
的
な
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
に
向

け
た
適
切
な
土
地
利
用
の
誘
導
等

に
関
し
、調
査
審
議
を
行
う
た
め
、

鎌
倉
市
深
沢
地
区
ま
ち
づ
く
り

委
員
会
を
地
方
自
治
法
第
１
３
８

条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く

付
属
機
関
と
し
て
設
置
し
、
必
要

な
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施

行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

鎌
倉
市
小
児
の
医
療
費
の
助
成

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て【
議
案

第
97
号
】

現
在
、
養
育
者
の
所
得
制
限
を

設
け
ず
に
行
っ
て
い
る
、
中
学
生

ま
で
の
子
ど
も
に
係
る
保
険
適
用

分
医
療
費
の
自
己
負
担
額
の
全
額

助
成
に
つ
い
て
、
子
育
て
支
援
の

さ
ら
な
る
充
実
を
図
る
た
め
、
助

成
対
象
を
18
歳
に
達
す
る
日
以

後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間

に
あ
る
者
に
拡
大
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
令
和
５
年
10
月
１
日
か

ら
施
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

す
。議

会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に

よ
り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

鎌
倉
市
子
ど
も
会
館
条
例
を
廃

止
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
議
案
第
99
号
】

こ
の
条
例
は
、
子
ど
も
に
健
全

な
遊
び
場
を
提
供
し
、
心
身
の
健

や
か
な
育
成
を
図
る
た
め
、
鎌
倉

市
子
ど
も
会
館
を
設
置
し
、
そ
の

管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
で
す
が
、
鎌
倉
市
深
沢
子

ど
も
会
館
が
令
和
６
年
３
月
を

も
っ
て
閉
館
す
る
こ
と
に
伴
い
、

条
例
に
定
め
る
全
て
の
子
ど
も
会

館
が
閉
館
と
な
る
こ
と
か
ら
廃
止

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
本
廃
止

条
例
は
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら

施
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

鎌
倉
市
海
水
浴
場
の
マ
ナ
ー
の

向
上
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
議
案
第
101
号
】

遊
泳
者
の
安
全
確
保
の
た
め
、

現
在
、
条
例
で
規
定
し
て
い
る
海

水
浴
場
に
お
け
る
禁
止
行
為
の
う

ち
、
サ
ー
フ
ボ
ー
ド
等
の
遊
具
の

使
用
に
つ
い
て
、
海
水
浴
場
の
開

設
時
間
内
に
マ
リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
や

ビ
ー
チ
ス
ポ
ー
ツ
に
も
利
用
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

た
だ
し
書
と
し
て
、「
規
則
で
定
め

る
区
域
に
お
い
て
、
規
則
で
定
め

る
遊
具
を
周
囲
の
利
用
者
の
安
全

の
確
保
に
十
分
に
配
慮
し
て
使
用

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
」
と
の
規
定
を
追
加
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
、
令
和
５
年

７
月
１
日
か
ら
施
行
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

鎌
倉
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
議
案
第
103
号
】

公
の
施
設
に
お
け
る
受
益
と
負

担
の
公
平
性
や
公
正
性
を
確
保

す
る
た
め
、
令
和
３
年
２
月
に
作

成
し
た
「
公
の
施
設
に
お
け
る
使

用
料
等
の
算
定
基
準
」に
基
づ
き
、

笛
田
公
園
の
有
料
公
園
施
設
で
あ

る
庭
球
場
お
よ
び
野
球
場
の
利
用

料
金
の
上
限
額
を
改
め
る
も
の
で

す
。
庭
球
場
は
１
面
に
つ
き
２
時

間
９
４
０
円
か
ら
１
３
０
０
円

に
、
野
球
場
は
２
時
間
３
１
４
０

円
か
ら
３
９
０
０
円
に
改
め
、
１

年
程
度
の
周
知
期
間
を
設
け
た
上

で
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施

行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

鎌
倉
市
文
学
館
条
例
の
停
止
に

関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
議
案
第
104
号
】

令
和
５
年
度
か
ら
令
和
８
年

度
に
か
け
て
実
施
予
定
の
大
規
模

修
繕
事
業
に
よ
り
、
鎌
倉
文
学
館

が
休
館
す
る
こ
と
に
伴
い
、
市
民

の
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
た
め
、
令
和
５
年
４
月
１

日
か
ら
令
和
９
年
３
月
31
日
ま
で

の
間
、
条
例
の
施
行
を
停
止
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
、
本
停
止
条
例

は
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
【
議
案
第
107
号
】

人
権
擁
護
委
員
の
任
期
満
了

に
伴
う
候
補
者
と
し
て
、
次
の

方
々
を
法
務
大
臣
に
推
薦
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
議
会
で
は
総
員
の

賛
成
に
よ
り
同
意
し
ま
し
た
。

お
か
ざ
き

岡
崎　

  

み 

な 

こ  

美
奈
子
氏（
手
広
在
住
）

わ
た
な
べ

渡
邉　

よ
し
た
だ

義
忠
氏（
城
廻
在
住
）

お
お
た
太
田　

あ
き
ひ
ろ

顕
博
氏（
植
木
在
住
）

う
つ
み

内
海　

は
る
の
ぶ

春
信
氏（
上
町
屋
在
住
）

任
期
は
、令
和
５
年
７
月
１
日
か

ら
３
年
間
で
す
。

「
第
３
次
鎌
倉
市
総
合
計
画
第
４
期

基
本
計
画
実
施
計
画
の
見
直
し
に

つ
い
て
」

１
月
27
日
に
議
会
全
員
協
議
会

を
開
催
し
、市
長
か
ら
報
告
を
受

け
、質
疑
を
行
い
ま
し
た
。報
告
の

概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

第
３
次
鎌
倉
市
総
合
計
画
第
４

期
基
本
計
画
実
施
計
画
は
、
令
和
元

年
12
月
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ

れ
た
第
４
期
基
本
計
画
に
基
づ
く

実
施
計
画
で
、
上
位
計
画
で
あ
る
第

４
期
基
本
計
画
の
計
画
期
間
に
合

わ
せ
、
令
和
２
年
度
か
ら
令
和
７
年

度
ま
で
を
計
画
期
間
と
し
て
い
る
。

策
定
当
初
か
ら
、
中
間
年
次
で
あ
る

令
和
４
年
度
に
見
直
し
を
行
う
と

し
て
い
た
こ
と
に
伴
い
、
計
画
の
改

定
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

今
回
の
実
施
計
画
改
定
版
は
、

基
本
的
に
見
直
し
前
の
計
画
の
内

容
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
見
直
し
に

当
た
っ
て
は
、
実
施
計
画
策
定
後
に

生
じ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
拡
大
や
、コ
ロ
ナ
禍
を
経
た
社

会
情
勢
等
、
市
政
を
取
り
巻
く
状

況
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を

踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

見
直
し
後
に
お
い
て
も
、
実
施
計

画
は
、「
実
施
事
業
」
と
「
重
点
事
業
」

の
二
つ
で
構
成
さ
れ
る
。

実
施
事
業
は
、
計
画
当
初
、
基
本

計
画
を
推
進
す
る
た
め
の
全
て
の
事

業
で
３
２
５
事
業
と
し
て
い
た
が
、

今
回
の
見
直
し
に
よ
り
３
３
０
事
業

と
な
っ
て
い
る
。

重
点
事
業
は
、
実
施
事
業
の
う

ち
第
４
期
基
本
計
画
に
お
け
る
各

施
策
の
方
針
で
目
指
す
「
目
標
と
す

る
ま
ち
の
姿
」の
実
現
に
つ
な
が
る

事
業
と
し
て
、「
強
靭（
レ
ジ
リ
エ
ン

ス
）な
ま
ち
」「
環
境
負
荷
低
減
の
ま

ち
」「
長
寿
社
会
の
ま
ち
」「
働
く
ま

ち
」
お
よ
び
「
住
み
た
い
・
住
み
続

け
た
い
ま
ち
」の
実
現
に
つ
な
が
る

事
業
、な
ら
び
に
行
財
政
運
営
の
適

正
化
に
つ
な
が
る
事
業
と
し
て
い

る
。
重
点
事
業
は
、
計
画
当
初
55
事

業
で
あ
っ
た
が
、
今
回
の
見
直
し
に

よ
り
、
62
事
業
と
な
っ
て
い
る
。

計
画
期
間
内
の
行
財
政
改
革
の

方
向
性
と
し
て
は
、
健
全
な
行
財

政
運
営
を
行
う
た
め
に
、
そ
の
取
り

組
み
が
恒
常
的
か
一
時
的
か
を
問
わ

ず
、
歳
出
抑
制
・
歳
入
確
保
に
努
め

る
と
と
も
に
、
限
ら
れ
た
財
源
と
人

員
を
有
効
に
活
用
す
る
生
産
性
の

高
い
組
織
の
構
築
に
努
め
て
い
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
具

体
的
に
は
、
公
共
施
設
再
編
計
画

の
適
切
な
進
捗
管
理
や
計
画
の
見

直
し
、
職
員
個
人
の
資
質
の
向
上
に

加
え
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
と
デ
ー
タ
活

用
を
前
提
と
し
た
業
務
の
見
直
し
、

作
業
効
率
を
高
め
た
組
織
の
生
産

性
向
上
、
低
未
利
用
と
な
っ
て
い
る

公
有
財
産
の
利
活
用
を
進
め
て
い

く
こ
と
と
す
る
。

今
後
、
計
画
期
間
の
３
年
間
に

お
い
て
、
事
業
工
程
が
着
実
に
推
進

さ
れ
る
よ
う
進
行
管
理
を
行
っ
て

い
く
。

全
員
協
議
会

《
市
長
提
出
議
案
》

《
議
員
提
出
議
案
》

条

例

関

係

議

案

人
権
擁
護
委
員

《
人
事
案
件
》

議決された主な議案等
無

所

属

長
嶋
　
竜
弘

　
竹
田
　
ゆ
か
り

◎
吉
岡
　
和
江

◎
保
坂
　
令
子

◎
森
　
　
功
一

◎
大
石
　
和
久

◎
中
村
　
聡
一
郎

◎
日
向
　
慎
吾

千
　
　
　
一

岡
田
　
和
則

中
里
　
成
光

池
田
　
　
実

前
川
　
綾
子

後
藤
　
吾
郎

く
り
林
　
こ
う
こ
う

◎
藤
本
　
あ
さ
こ

松
中
　
健
治

鎌

倉

ア
ッ
プ
デ
ー
ト

チ
ャ
レ
ン
ジ

自
由
民
主
党

鎌
倉
市
議
会

議

員

団

日
本
共
産
党

鎌
倉
市
議
会

議

員

団

公

明

党

鎌
倉
市
議
会

議

員

団

鎌

倉

の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を

考

え

る

会

神

奈

川

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

運

動
・
鎌

倉

夢
み
ら
い
鎌
倉

○：賛成　　－：反対
※２月定例会では、市長提出議案 41件、議員提出議案２件、委員会提出議案１件、陳情１件の採決を行いました。
※下記以外の議案等への賛否については、議会事務局へお問い合わせください。

※会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する２人
以上の議員で構成されます。

※会派に属する議員は代表質問を行うことができます。
また、議会運営委員会や予算・決算等特別委員会の委員
となることができます。

会 派 名

議 員 名 ※◎は会派の代表者
※前川綾子議員は議長のため、採決には参加していません。

主 な 議 案 等 議決結果
第95号 鎌倉市深沢地区まちづくり委員会条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ － －

第97号 鎌倉市小児の医療費の助成に関する条例の一部を改正
する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第99号 鎌倉市子ども会館条例を廃止する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○

第101号 鎌倉市海水浴場のマナーの向上に関する条例の一部を改正
する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第103号 鎌倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○

第104号 鎌倉市文学館条例の停止に関する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第88号 令和５年度鎌倉市一般会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ － －

第94号 令和５年度鎌倉市下水道事業会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ －

第10号 国の制度による子ども医療費助成制度の創設等に関す
る意見書の提出について 可決

第41号 鎌倉市制100周年記念事業として『新　鎌倉市史』の
編さんを求める陳情 採択

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2
月
定
例
会

条
例

議
会

議
案

新
年
度

予
算

陳
情

出
田
　
正
道

久
坂
　
く
に
え

児
玉
　
文
彦

納
所
　
輝
次

武
野
　
裕
子

高
野
　
洋
一

井
上
　 

三
華
子

志
田
　
一
宏

く
り
は
ら
　
え
り
こ


